
　

所
得
税
の
申
告
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
自
宅
か
ら

電
子
申
告
（
ｅ‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
！

①
自
宅
で
簡
単
に
申
告

　

申
告
書
が
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
の
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
で
き
ま
す
。
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②
添
付
書
類
の
提
出
を
省
略

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収

票
な
ど
の
提
出
・
提
示
を
省
略
で

き
ま
す
。（
申
告
期
限
か
ら
５
年

間
の
書
類
提
出
、
ま
た
は
提
示
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

③
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

書
面
申
告
に
比
べ
、
還
付
金
が

早
く
受
け
取
れ
ま
す
。
な
お
、「
ｅ

‐

Ｔ
ａ
ｘ
」
で
申
告
さ
れ
た
場
合

は
３
週
間
程
で
処
理
し
て
い
ま
す
。

■
利
用
す
る
に
は

▼
利
用
時
間　

３
月
16
日（
月
）

ま
で
、
24
時
間
利
用
で
き
ま
す
。

▼
準
備
す
る
も
の

○
本
人
の
電
子
証
明
書

　

⇒

市
民
課
で
取
得

　

（
電
子
証
明
書
付
き
住
民
基
本

　

台
帳
カ
ー
ド
１
、０
０
０
円
）

○
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ　

　

⇒

家
電
量
販
店
な
ど
で
購
入

　

給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で

　

取
得
し
た
人
（
住
宅
借
入
金
等

　

特
別
控
除
）

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

　

（
医
療
費
控
除
）

③
年
末
調
整
で
控
除
の
手
続
き
を

　

忘
れ
た
人
、
ま
た
は
控
除
に
漏

　

れ
が
あ
る
人

④
生
活
に
通
常
必
要
な
資
産
が
災

　

害
、
盗
難
な
ど
に
よ
り
損
失
し

　

て
し
ま
っ
た
人
（
雑
損
控
除
）

　

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消
費

税
の
申
告
書
作
成
・
相
談
会

■
日
程

　

２
月
２
日
（
月
）
～

　

３
月
16
日
（
月
）

■
受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
２
月
22
日
（
日
）、
３
月
１
日

（
日
）
は
実
施
し
ま
す
。

■
場
所

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
２
階
イ
オ
ン

ホ
ー
ル＜

成
田
市
ウ
イ
ン
グ
土
屋＞

※
午
前
９
時
～
10
時
ま
で
は
、
立

体
駐
車
場
３
階
の
連
絡
通
路
か
ら

入
る
２
階
「
Ｃ
」
入
口
が
専
用
口

に
な
り
ま
す
。

バ
ス
利
用
案
内

　

京
成
成
田
駅
前
中
央
口
「
６

番
乗
り
場
（
バ
ス
）」
で
乗
車
し
、

「
モ
ー
ル
東
・
イ
オ
ン
成
田
店
前
」

で
下
車
（
千
葉
交
通
バ
ス
）

　

講
義
形
式
で
確
定
申
告
書
の
記

載
方
法
を
説
明
し
ま
す
。

　

な
お
、
講
義
形
式
の
た
め
途
中

入
場
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
日
時　
　

○
１
月
27
日
（
火
）、
28
日
（
水
）

▼
午
前
の
部

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

▼
午
後
の
部

　

午
後
１
時
～
４
時

■
場
所

　

中
央
公
民
館
４
階
大
会
議
室

■
対
象　

○
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

　

（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
な
ど
）

○
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
と

　

給
与
所
得
の
両
方
が
あ
る
人

※
不
動
産
や
株
式
な
ど
を
譲
渡
し

た
人
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
す
る
人
を
除
く

■
持
ち
物

○
印
鑑

○
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

　

料
の
領
収
書

○
平
成
26
年
分
の
源
泉
徴
収
票　

○
生
命
保
険
、
地
震
保
険
料
の
控

　

除
証
明
書

○
医
療
費
の
領
収
書
、
保
険
金
な

　

ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
が
わ

　

か
る
書
類
（
医
療
費
控
除
を
す

　

る
人
）
あ
ら
か
じ
め
集
計
を
お

　

願
い
し
ま
す
。

○
還
付
金
の
振
込
先
を
確
認
で
き

　

る
も
の

問
い
合
わ
せ
先

所
得
税
に
つ
い
て

●
成
田
税
務
署

　

（
28
）
５
１
５
１

　（
電
話
を
自
動
音
声
で
受
け
付

　
け
、
用
件
に
応
じ
て
担
当
者
が

　
応
対
し
ま
す
）

市
・
県
民
税
に
つ
い
て

●
市
課
税
課
市
民
税
班

　

（
93
）
０
４
４
３

　市では、市税の口座振替を

推進しています。一度申込手

続きをすると、納め忘れの心

配や納付に出向く必要もなく、

翌年以降も自動継続されます。

　なお、申込みの受付は、開

始希望期の納期限の２か月前

までです。

【例】平成 27 年度固定資産税

第１期（納期限４月 30 日）か

ら希望するとき ⇒ ２月 27 日

（金）までに申し込みください。

問納税課管理班

　 （93）０４３４

納税は

便利な口座振替を！
◆
事
例
◆
　

　

石
油
ス
ト
ー
ブ
を
購
入
し
て
２
日
後
、
消
火
し
よ
う
と
し
た

際
、
操
作
つ
ま
み
が
上
が
ら
ず
、
緊
急
消
火
ボ
タ
ン
も
作
動
し

な
か
っ
た
た
め
、
新
品
と
交
換
し
て
も
ら
っ
た
。
３
か
月
後
に

も
同
じ
よ
う
に
消
火
で
き
な
く
な
り
、
販
売
店
を
呼
び
消
火
し

て
も
ら
っ
た
。
販
売
店
か
ら
は
昨
シ
ー
ズ
ン
の
灯
油
を
使
っ
た

こ
と
が
原
因
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。

◆
ア
ド
バ
イ
ス
・
注
意
点
◆

灯
油
は
保
管
方
法
を
誤
る
と
日
光
や
熱
に
よ
る
変
質
、
水
や

　

異
種
の
油
な
ど
の
混
入
に
よ
り
「
不
良
灯
油
」
に
な
る
こ
と

　

が
あ
り
ま
す
。
不
良
灯
油
を
石
油
暖
房
機
器
に
使
用
す
る
と
、

　

少
量
で
も
異
常
燃
焼
や
機
器
の
故
障
に
つ
な
が
り
危
険
で
す
。

保
管
す
る
と
き
は
、
灯
油
専
用
容
器
に
入
れ
、
日
光
や
雨
の
当

　

た
ら
な
い
場
所
に
置
き
ま
し
ょ
う
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
テ

　

ス
ト
で
は
、
灯
油
専
用
で
は
な
い
ポ
リ
容
器
（
白
）
に
保
管
し

　

た
灯
油
は
約
半
月
で
変
質
が
見
ら
れ
、
紫
外
線
透
過
率
が
高
い

　

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

シ
ー
ズ
ン
中
に
使
い
切
れ
な
か
っ
た
場
合
や
、
長
期
間
保
管
し
、

　

変
質
の
可
能
性
が
あ
る
灯
油
は
決
し
て
使
用
せ
ず
、
購
入
し
た

　

石
油
販
売
店
に
相
談
す
る
な
ど
し
て
安
全
に
廃
棄
し
ま
し
ょ
う
。

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
に
専
門
の
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

■
日
時
　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午
／
午
後
１
時
～
４
時

■
場
所
　
市
役
所
分
庁
舎
２
階

問
・
相
談
先　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
　

（
93
）
５
３
４
８

●
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

　「
古
い
灯
油
を
使
っ
た
ら
石
油
ス
ト
ー
ブ
が
故
障
」
の
巻

消 費 生 活
相談コラム
消 費 生 活
相談コラム

は
い
、
こ
ち
ら

で
す
！

ー

タ

ン

セ

費

消

生

活

126

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
を
送
付

　
平
成
26
年
中
に
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
な
ど
の
老
齢
年
金
を

受
給
し
た
人
を
対
象
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
平
成
26
年
分
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
下
旬
ま
で
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
93
）
４
０
８
５

　市では、気象情報などの防災情報や防犯情報を受け取れる

メール配信サービスを実施しています。このサービスに登録

すれば、防災・防犯情報をいち早く入手できます。登録は無

料（通信料は別途必要）で、手続きは簡単です。次のアドレ

スに送信し、返信されるメールの内容に沿って操作してくだ

さい。

防災・防犯メールの登録はお済ですか？

　防災行政無線の放送を聞き取れなかったときは、「防災行

政無線情報フリーダイヤル」で放送内容を確認できます。

　このサービスは、固定電話と携帯電話から通話料無料で利

用できます。

０１２０（１１４）９９４
くわしくしろういろいろしろう

フリーダイヤル

防災行政無線

の放送

聞き取れなかったら

フリーダイヤルで確認を！

　 k@tms.171k. jp
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自
書
申
告
説
明
会

問市民活動推進課市民安全班　 （93）１１１４

　

源
泉
徴
収
票
は
、
確
定
申
告
や

源
泉
徴
収
の
還
付
を
受
け
る
と
き

に
必
要
な
書
類
で
す
の
で
、
必
ず

内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
は
非
課
税
の
た
め
、
受
給
者

に
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

○
２
か
所
以
上
か
ら
年
金
を
受
け

　

て
い
る
と
き

○
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
る
と
き

○
年
金
の
源
泉
徴
収
で
は
受
け
る

　

こ
と
が
で
き
な
い
各
種
控
除

　

（
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険
料

　

控
除
な
ど
）
が
あ
る
と
き

○
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
提

　

出
せ
ず
、
控
除
が
受
け
ら
れ
な

　

か
っ
た
と
き

○
年
の
途
中
で
、
扶
養
親
族
の
人

　

数
の
増
加
な
ど
で
、
提
出
済
み

　

の
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の

　

内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

■
源
泉
徴
収
票
の
再
発
行

　

「
源
泉
徴
収
票
」
が
届
か
な
い
、

ま
た
は
紛
失
を
し
た
と
き
は
、
再

発
行
で
き
ま
す
の
で
、
次
の
と
こ

ろ
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
幕
張
年
金
事
務
所

　

０
４
３
（
２
１
２
）
８
６
２
１

▼
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
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５
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６
５
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イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
で
は
、
市
・

県
民
税
の
申
告
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
市
・
県
民
税
の
申
告
書
の
相
談
・

受
付
は
２
月
16
日
（
月
）
か
ら
市

役
所
仮
庁
舎
で
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
広
報
と
み
さ
と
２
月

１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

申告は

お早めに


